
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャバン

(目 的)

第 1条  この規程は、特定非営利活動法人ウォーターエイ ドジャバンの役員の報酬の支

給の基準について定めることを目的とします。

(報酬及び費用の支給)

第 2条  この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しません。た

だし、旅費等の実費は支給します。

附則

この規定は 2015年 4月 1日から施行します。



特定非営利活動法人ウォーターエイ ドジャバン 給与規定

第 1章  総 則

(目 的)

第 1条 本規定は、職員の給与に関する事項を定めたものです。

(適用範囲)

第 2条 この規定は、下記に定める職員に適用します。ボランティアによる協力者については労働の対価

としての賃金が発生しない為、職員としては取扱いしません。

① 正規従業員 :正規の選考によつて雇用する者で、契約従業員、パー トタイマー、嘱託、その他の特殊

雇用形態者以外の者

② 契約従業員:所定労働時間が正規従業員に準ずる者で期間を定めて雇用する者

③ パートタイマー:所定労働時間が正規従業員より短く、期間を定めて雇用する者

(時効)

第 3条 この規定に定める請求権の時効は、2年間とします。

第2章 給与の構成と分類
.(給

与の構成と分類)

第5条 給与の構成と分類は下記の通りとします。

①基本給

②諸手当 (通勤手当、休日出勤手当、時間外勤務手当、休日出勤手当)

(給与の計算期間と支払日)

第6条 給与は、当月 1日 から当月末日までの分について、翌月末日を支払日とします。ただし、支払

日が金融機関の休日にあたるときは、直前の休日でない日とします。

2.前項の定めに関わらず、次の各号の1つに該当するときは、職員 (本人が死亡した場合はその遺族)

の請求により、給与支払日以前であっても、既往の勤務に対する給与を支払います。

①本人の死亡、退職、解雇のとき

②本人又はその収入によつて生計を維持する者の出産、負傷、疾病、災害、婚礼又は葬儀などの臨時の費

用に充てるとき

③他特別の事情がある場合で当団体が必要と認めたとき

(欠勤の控除)

第7条 欠勤、運刻及び早退 した場合の時間については、原則として 1日又は 1時間当たりの賃金額に欠

勤、遅刻及び早退の合計時間数を乗じた額を差し引くものとします。ただし、賃金計算期間の全部を休業

した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとします

(給与の支払い方法及び控除)

第 8条 給与は、原則として通貨で直接本人が指定した本人名職の金融機関の預金口座へ振込みによつて

支払うものとします。ただし、源泉所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、そ



の他、従業員代表との書面協定により賃金から控除することとしたものは支払いのときに控除します。

(給与の計算方法)

第 9条 給与の計算期間の途中で入職、退職、休職、休業又は復職した場合の給与は、日割計算にて支払

います。

2.金額に円未満の端数が生じた場合には、円単位に切り上げます。

(基本給)

第 10条 職員の基本給は、別途締結する雇用契約によつて定められます。

第 3章  手当

(通勤手当)

第 11条 通勤手当は、最も経済的な通常の経路の通勤定期券購入費 (6か月)の実費を支給 します。

2.通勤手当の上限は 1人年間 40万円とします。

3.住所変更をする職員、または退職する職員は、これまで使用していた定期券を交通機関にて払い戻し

し、払戻金を事務局に返却します。

4,職員が住所変更、休業、長期出張、退職などをする場合は、出勤の実態に見合つた区間と機関の通勤

定期券購入費を支給します。ただし、合理的でない場合はその限りではありません。

(時間外勤務手当)

第 12条 時間外勤務手当は、清算期間の所定労働時間を超えて勤務した職員に支払います。なお、管理

監督の立場にある者には適応されませんL

2.時間外勤務手当の額は、次の式により計算します。

時間外勤務手当=(算定基礎額÷年間所定労働時間数)X025× 月の所定労働時間数

次の所定労働時間数=勤務日数 (休暇・休業は有給を含み、無給を除外する)X標準労働時閾

3.職員に対する時間外勤務手当は、所定労働時間 180時間に対して 30時間の割合の額まで第 5条にあ

る基本給に含まれているものとします。

(深夜勤務手当)

第 13条 深夜勤務手当は、午後 10時から午前 5時までの間に勤務した職員に支払います。

2.深夜勤務手当の額は、次の式により計算します。

深夜手当=(算定基礎額÷年間所定労働時間崇)X025×深夜勤務時間数

(休日勤務手当)

第 14条 休日勤務手当は、法定の休日に勤務した職員に代体を与えたうえで支払います。ただし事前に

振替休日を与えられた場合は支払いません。なお、管理監督の立場にある者には適応されません。

2.休日勤務手当の額は、次の式により計算します。

休日勤務手当=(算定基礎額÷年間所定労働時間数)XOB5×法定休日勤務時間数

附則

この規定は 2015年 4月 1日 から施行 します。



事 業 年 度
令和 2年 4月 1日

～令和 3年 3月 31日
特定非営利活動法人法人名

書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3 した

1 資金に関するi事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

■
■ の明細

(2) 細

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

正会員受取会費 30,000円

受取寄附金 174,615,076円

広告事業収益 278円

講演事業収益 304,906円

委託事業収益 1,900,000円

受取利息 50円

雑収入 1,371,000円

円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 178,221,310円

入 先劇ヒ
1日

金    額

な し 円

円

円

円

円

円計ノゝ
日

な し

その他

32条第 1 してセ 以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係 び条件等

資産の貸付けに係る料金及

る び条件等

料 金

な し 円

円

円

円

円

円

円

条  件  等譲 渡 資 産 の 内 容

円

円

料 金 条  件  等

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容

な し

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 条  件  等料 金

304,906円

円

1,900,000円

円

円

円

円

円

円

1回 1万円以上を目安とする

見積書に基づく

講演

墨田区水の循環講座 企画・運営



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら ロ と

譲渡資産の内容等
譲 渡

年月日
譲 渡 価 格

法人との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地

40,000,000円

10,000,000円

寄付金

寄付金

寄付金3,600,000円

寄付金3,000,000円

寄付金2,500,000円

ずる取 の 5者

費用の生ずる取引の上位 5

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 )

取引金額 取 引 内 容 等住所又は所在地氏名又は名称

57,608,364円 業務委託費

19,967,600円 支援キャンペーン参加費

7,595,00()円 水・衛生事業協力費

5,375,581円 水・衛生事業協力費

3,406,000円 事務所家賃



ロ (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 等を含む。)

対 価 の 額取引先の氏名等

な し

譲渡資産の内容等住所又は所在地

円

円

法人との

関  係

貸 付

年月日

円

円

円

円

円

円

円

円

役務提供の内容等
役務の提

供年月日
対 価 の 額

税理士顧問報酬 ・

決算報酬
通年 693,000円

住所又は所在地取引先の氏名等
法人との

関  係

講師謝礼2ノ25 350,000円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事:項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20 で 並びにそ 日]

に関する事項 得た職員の総数及び に対す る事項]5

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

7人 13,502,938円



6 支出した寄附金 した その相手先及び支出年月 日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施 日]

支出年月 日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

2020.5.18
インド水・衛生事業

協力費
3,270,000円

新型コロナ対応事業、
エスワティニ水・衛生

事業協力費
2020.5.22 1,794.000円

2020.9.14
インド水・衛生事業

協力費
300,000円

2020。10.14
東ティモール水・衛生

事業協力費
1,αЮ,∞0円

2020。 11.27
インド水・衛生事業

協力費
300,000円

新型コロナ対応事業

協力費2020.12.3 5,373,787円

2020.12.21
インド水・衛生事業

協力費
2,375,000円

2021.3.3
インド水・衛生事業

協力費
1,350,000円

円

円

合   計 15,762.787円



実  施  日 使 途 金   額

2020.5.18

2020.5.22

3,270,000円

1,794.000円

95,563円

300,000円

1,000,000円

300,000円

インド水・衛生事業協力費 (W薇o法id india)

新型コロナ対応事業、エスワティニ水・衛生事業協力費

(WaterAid UK)

WaterAid intemational 201I/2O
intemational)

インド水・衛生事業協力費 (WateAid hdia)

東ティモール水・衛生事業協力費(WateAid Austra!ia)

インド水・衛生事業協力費 (WateAid lndia)

2020.9.14

2020.10.14

2020.11.27

2020.5.27

2020.12.21

2021.3.3

2020.12.3

2021.3.25

5,373,787円

2,375,000円

1,350,000円

156,869円

円

新型コロナ対応事業協力費 (Wateハid UK)

インド水・衛生事業協力費 (Wateハ id lndia)

インド水・衛生事業協力費 (WaterAid hdia)

企業エシカルチエツク2件の費用(Wateハ id UK)



書式第 7号・ (法第 44条 。51条・58条関係 |)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

法人名 特定非増禾I偏置法人ウォーターエイドジャパン チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること
′

{1)

(2}

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目 最も人数が多

い「親礫詢 の

グループの人

数

割 合

(②÷③

② ③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

C片③

④ ⑤

役員数

区 分
①

③
令和2年 4月 1日

～令和3年 3月 31日 7人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等:よ 第3表付衰1『役員の状況』から転記してくださしヽ

③及慎勤こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

各社員の表決権が平等である ③

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

しヽ えヽ

⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

日しヽ はい

いいえ

はい

いいえ いいえ

:まい

いいえ

e菫申ロ

・ 認定基準等チェック表 (第 31口)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類)の提出時においても配載及び添

付する1麟要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつてiよ 法第55条第1項に基づく書類(役員菊日償閣妻曝提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。



第3表 (りOD

回墨菫コ

認定の有効期間の更新の申請に当たって:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員綱剛腸躍闘剛即日■DIこ配載した事項について、改

めて配職する必要はありません。

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますЪ なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当湘こ「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

エ 3

① ◎ ①④ ⑮ ◎項
口
日

有。無 有 。無 有・無有。□ 有・無 有・無
費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計土又は監査法人の監査を受け

ている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい は い はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

[藝]

いいえ

はい

いいえ

はい はい

いいえ

はい l』にい はい

いいえしヽ えヽ いいえ いいえ

ハ

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「③～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」.

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ばt「定款 (又は会員:D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

① 「会計について公議会計上又口魔奎

法人の監奎を受けている」の「はι:L

L」⊆■■」』L饉二墜饉自菫□璧日日蜃

饉L基≦」三塾■_
② 略囀嗜頻の備付け、取引の

“

燎及

0嘲印1籠の中 申告僣しヽ椰準

し童:塑謹全lE:L:L=_1曇:旦塁菫[」:き12L_I塑匡墾璽旦

董墜:21盤 :堕]ユ_1`ヒ重:壺!こ!`]杢:壺」」
=ど

:⊆.≦.」:≧笙

じて行つている」0) fttu\l lt lQ1

該当する●方を「○」で囲みます。

なお、口④」から「①」について|よ イに記載する各期

間 (nO」 から 口①」)を示したもので九

口の各欄

rZ)ffi

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、日③」から 輌①」については、イに記載する各期

か ら を示した



書式第8号 (法第44条・51条058条関係)

役 員 の 状 況

理事

監事

理事

第 3表付表 1

R2年 6月 28日

就任

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 7人 人 人

人

人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名
続柄

等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

コテ
゛
ラ  キヨシ

小寺 清

アカバネ マキコ

赤羽 真紀子

タキサ
゛
ワ サトシ

滝沢 智

ハシモト  シ
゛
ュンシ

゛

橋本 淳司

理 事

長

理事

○

○

H28年 4月 28

日就任

H25年 2月 15

日就任/R2年

6月 28日 退任

H25年 2月 15

日就任/R2年

6月 28日 退任

理事

理事

理事

○

○

○

H25年 2月 15

日就任/R2年

6月 28日 退任

H30年 6月 26

日就任
タマイ  タカアキ

玉井 孝明

ヤスエ マリコ

安江 真理子

ワニ アキヒロ

和仁 亮裕

フマ   ケンシ
゛

夫馬 賢治

○

○

H30年 6月 23

日就任

H25年 2月 15

日就任/R2年

6月 28日 監事

退任/R2年 6

月 28日理事

1就任

理事

○



理事

ヤマムラ ヒロシ

山村 寛
○

スドウ司
"須藤 昌子

(岩本昌子)

監事

○

R2年 6月 28日

就任

R2年 6月 28日

就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



書式第 9号・ (法第 44条・51条・58条 1関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト (MFク ラウド

会計)使用

ルーズリーフ

毎月末 7年

補助元帳 会計ソフト (MFク ラウド

会計)使用

ルーズリーフ

毎月末 7年

仕訳日記帳 会計ソフト (MFク ラウド

会計)使用

)1,_At)-7

毎月末 7年

給与台帳 給与計算ソフト(MFク ラウ

ド給与)使用

ルーズリーフ

月 1回 7年

領収書綴り 現物保存 毎週 7年

請求書綴り 現物保存 毎月末 7年



法人名 特定排翠味l幅勘法人ウォーターエイドジャパン チェッタ相

4 事業活動に関して次に掲げる基:隼に適合していること

イ ていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

であること

0%以上

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

回

① 申
1調
時③ ⑮ ◎ ① ◎項

口
日

有 ・ 無 有 。無

有 。無 有 。無

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有 。無

有・ 無

有
瞬可
1出 l

有
隔調
国

有 。無 有 。無 有 ・ 無

有 。無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 。無
有

有 。無 有 ・ 無有 0無 有 。無 有 。無

項 □ ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申寄事寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状は 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別明 1溢の供

有。国 有。無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別C坤 |1溢:の供

与の有無

有。国 有。無 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別α

"協

讀X共与の有無
有。□ 有 。無 有 。無 有。無 有・無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職|の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。国 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表 ) 囲 Eヨ】

∝菫1申D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」■ま、法第55条第1項に基づく書類 (役員輌□鵬日ヨ喘提出書類)の提出時においても1田餞

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0'崚び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出癬E):=配載した事項につい

て、添付を省略することができます。



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係)

ェック 5

法人名 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

チェッタ欄

′

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する部則 網レ弱倒D等があぶ場創aよ そC中願11樅

『
哺眼ID等を添付してくださし、

同  意

しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:割D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

イ

ロ

ハ

各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給1与の支給に関する:働程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは縮 又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び睫途並びにその実施日

ホ

∝憲中D
口 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員菊日糠所ヨ事提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝憲申曰

・ 法第55条第1項に基づく留順 (役員剰□腕閣ヨ事提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記職の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類):=記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 1実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 任 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ相

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第■Diよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有・□ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 」聾 有 ・ 無 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等は1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 帷2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

3年を経過しない法人

認定、

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

イ 認定特定JF営利活動法人が認定を取り

役員のうち、次のいずれNこ該当する者の有無

認定特定り[消和1膳動法人が認定を取り消された場合又は特顔厠定特定非増和幡動的u端渤熙定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特隅 |1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有。□

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特定井消利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、割 に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 。国

つ
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 itL\.[\q

ヽはい 。Ｑ
ｕ 定款又は事業計画書の内容が法令等に販 している法人

4 国税又は地方税の滞評喫じ)`か隣行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過 出・ヽ匝コ
しない法人

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 1)その他の事務所がある場合は、 こと

(注 2)

耐
薔

ヽはい 。5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のし

イ 暴力団 はい 。 ヽ

ロ :』にい・

法.八名 特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン チェック欄

′


